
届出提出後の進行フローチャート

※あくまで一例です。状況により手続きの流れが変わることもあります

※発掘調査に至らない条件を満たす

埋蔵文化財発掘の届出提出

確認調査の日程調整

職員による現地確認
※現地の現況の確認

※確認調査用重機の搬入の有無 等

※現地での注意点の確認

※当日の立会いの有無

（立会いは調査範囲確認と掘削方

法・深度の確認）

確認調査

遺構あり 遺構なし

工事着手問題なし

※市が確認調査の結果を提出済みの届出に添えて県に進達

※１ヶ月程度で県から「慎重工事」対応の通知が市に届き、

事業者（仲介業者）へ送付

事業者（仲介業者）との協議

※発掘調査に至らない条件

①開発深度と遺構確認面の間に３０ｃｍの保護層が設定できる

②設計変更により遺構のある箇所の開発を避け、①の条件を満たす

③盛土を実施し、①の条件を満たす（盛土は３ｍ以下）

④開発自体を中止する

発掘調査 現状保存 ※市が確認調査の結果を提出済みの届出に添えて県に進達

※１ヶ月程度で県から「工事立会」もしくは「現状保存」対

応の通知が市に届き、事業者（仲介業者）へ送付

※土地造成工事や建物基礎工事時に市職員が立会いを行い、

遺構が破壊されていないかを確認する
※工事立会い時に届出の工事設計と差異があった場合などは
工事を停める可能性あり

工事立会

問題なし

新築工事


